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大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の改定に関するお知らせ 

 

 当社は、平成19年５月28日開催の当社第17期定時株主総会において、特定の株主又は株主グルー

プによって当社の株式の一定規模以上の買付行為が行われた場合の対応策（以下「旧施策」といい

ます。）を、株主の皆様のご承認を得て導入しました。 

導入後は、金融商品取引法の施行、買収防衛策としての新株予約権の無償割当てに関する裁判所

の一連の決定、及び近時の買収防衛策をめぐる議論の状況等を踏まえ、当社グループの企業価値お

よび株主共同の利益の確保と向上のための旧施策の在り方について、延長の是非も含め、継続的に

検討してまいりました。 

 当社は、かかる検討の結果、平成20年４月18日開催の取締役会において、当社取締役全員の賛成

により、平成20 年５月27 日開催予定の第18期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）にお

ける株主の皆様のご承認を条件に、旧施策を下記のとおり改定することを決議いたしましたのでお

知らせいたします（改定後の、特定の株主又は株主グループによって当社の株式の一定規模以上の

買付行為が行われた場合の対応策を、以下「本施策」といいます。）。改定箇所と改定の理由は次

のとおりです。 

 

１．主な改定箇所 

  本施策の有効期間を、平成22年５月に開催予定の当社定時株主総会終結時までの２年間といた

します。（旧施策の有効期間は、本総会終結時までの１年間です。） 

 

２．改定の理由 

  当社は当社グループの企業価値および株主共同の利益に対する侵害を防止するため、買収防衛

策を導入しております。導入の目的である当社グループの企業価値および株主共同の利益の向上

を目指す経営方針・事業戦略の立案および実施には一定の期間が必要であり、したがって買収防

衛策の見直しについても一定期間が必要であることから、現時点での本施策の期間としては２年

が最適だと判断し、上記のような改定を行ったものであります。 

また、２年の有効期間については、有効期間満了前であっても、本施策は、株主総会あるいは

取締役会において廃止する旨の決議が行われた場合には、廃止されることを定めています。 

その他、本施策の有効期間を２年間としたほかそれに伴う日時の変更、証券取引法の金融商品

取引法への変更等をいたしております。 
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３．改定の内容                   （下線は改定部分を示します。） 

旧 施 策 改 定 案 

第1 本施策導入の目的について 

1. 本施策の目的 

（本文省略） 

（注1）証券取引法第27 条の23 第1 項に規

定する株券等をいいます。以下、同

じとします。 

（注2）証券取引法第27 条の23 第1 項に規

定する保有者をいい、同条第3 項に

基づき保有者とみなされる者を含み

ます。以下、同じとします。 

（注3）証券取引法第27 条の23 第5 項に規

定する共同保有者をいい、同条第6 

項に基づき共同保有者とみなされる

者を含みます。以下、同じとしま

す。 

（注4）証券取引法第27 条の2 第1 項に規

定する買付け等をいい、取引所有価

証券市場において行われるものを含

みます。以下、同じとします。 

（注5）証券取引法第27 条の2 第7 項に規

定する特別関係者をいいます。以

下、同じとします。 

（注6）証券取引法第27 条の23 第4 項に規

定する株券等保有割合をいい、当該

保有者の保有株券等の数（同項に規

定する保有株券等の数をいいま

す。）も計算上考慮されるものとし

ます。 

（注7）証券取引法第27 条の2 第8 項に規

定する株券等保有割合をいいます。 

 

 

2. 当社グループの企業価値の確保・向上のた

めの取組み 

（本文省略） 

 

3. 本施策の必要性 

（第一段落省略） 

平成19年２月末時点で、当社の議決権の

33.5%は当社創業者及びその資産管理会社が

保有していますが、大規模買付行為は、そ

れが成就すれば当社グループの経営に直ち

に大きな影響を与えうるだけの支配権を取

得するものであり、当社グループの企業価

値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼ

す可能性を内包しております。 

 

第2 本施策の内容について 

1. 本施策の概要～3. 大規模買付対抗措置 

（本文省略） 

 

第1 本施策導入の目的について 

1. 本施策の目的 

（現行どおり） 

（注1）金融商品取引法第27 条の23 第1 項

に規定する株券等をいいます。以

下、同じとします。 

（注2）金融商品取引法第27 条の23 第1 項

に規定する保有者をいい、同条第3 

項に基づき保有者とみなされる者を

含みます。以下、同じとします。 

（注3）金融商品取引法第27 条の23 第5 項

に規定する共同保有者をいい、同条

第6 項に基づき共同保有者とみなさ

れる者を含みます。以下、同じとし

ます。 

（注4）金融商品取引法第27 条の2 第1 項

に規定する買付け等をいい、取引所

有価証券市場において行われるもの

を含みます。以下、同じとします。 

（注5）金融商品取引法第27 条の2 第7 項

に規定する特別関係者をいいます。

以下、同じとします。 

（注6）金融商品取引法第27 条の23 第4 項

に規定する株券等保有割合をいい、

当該保有者の保有株券等の数（同項

に規定する保有株券等の数をいいま

す。）も計算上考慮されるものとし

ます。 

（注7）金融商品取引法第27 条の2 第8 項

に規定する株券等保有割合をいいま

す。 

 

2. 当社グループの企業価値の確保・向上のた

めの取組み 

（現行どおり） 

 

3. 本施策の必要性 

（現行どおり） 

平成20年２月末時点で、当社の議決権の

36.5%は当社創業者及びその資産管理会社が

保有していますが、大規模買付行為は、そ

れが成就すれば当社グループの経営に直ち

に大きな影響を与えうるだけの支配権を取

得するものであり、当社グループの企業価

値及び株主共同の利益に重大な影響を及ぼ

す可能性を内包しております。 

 

第2 本施策の内容について 

1. 本施策の概要～3. 大規模買付対抗措置 

（現行どおり） 
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旧 施 策 改 定 案 

4. 本施策の有効期間並びに廃止及び変更 

本施策は、平成19年２月末日までの事業

年度に係る定時株主総会（平成19 年５月28 

日開催予定）において議案として諮り、出

席株主の皆様の過半数の賛成を得ることを

停止条件として導入します。また、有効期

間は平成20 年5 月に開催予定の当社定時株

主総会終結時までとします。 

 

第3 本施策の合理性について 

1. 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

目的～2. 事前開示 

（本文省略） 

 

3. 株主意思の反映 

(1) 前記第2 の4.に述べたとおり、本施策

は、平成19年５月28日開催予定の株主総会

に議案として提出し、出席株主の過半数の

賛成を得ることを停止条件として導入しま

す。また、その有効期間は、平成20年開催

予定の定時株主総会終結時までとされてい

ます。そして、有効期間満了前であって

も、臨時株主総会の決議又は株主総会で選

任された取締役で構成される当社取締役会

の決議によって、廃止又は変更することが

できます。 

 

4. 取締役会の判断の客観性・合理性の確保 

（本文省略） 

 

5. デットハンド型やスローハンド型の買収防

衛策ではないこと 

上記第2 の4.の「本施策の有効期間並び

に廃止及び変更」に記載したとおり、本施

策は、株主総会で選任された取締役で構成

される取締役会により廃止することができ

ますので、デッドハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の過半数を交替させてもな

お、発動を阻止できない買収防衛策）では

ありません。また、当社は取締役の期差任

期制を採用していませんので、本施策はス

ローハンド型買収防衛策（取締役会の構成

員の交替を一度に行うことができないた

め、その発動を阻止するのに時間を要する

買収防衛策）でもありません。 

 

第4 本施策が株主及び投資者に及ぼす影響につ

いて 

（本文省略） 

4. 本施策の有効期間並びに廃止及び変更 

本施策は、平成20年２月末日までの事業

年度に係る定時株主総会（平成20年５月27

日開催予定）において議案として諮り、出

席株主の皆様の過半数の賛成を得ることを

停止条件として導入します。また、有効期

間は平成22年５月に開催予定の当社定時株

主総会終結時までとします。 

 

第3 本施策の合理性について 

1. 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

目的～2. 事前開示 

（現行どおり） 

 

3. 株主意思の反映 

(1) 前記第2 の4.に述べたとおり、本施策

は、平成20年５月27日開催予定の株主総会

に議案として提出し、出席株主の過半数の

賛成を得ることを停止条件として導入しま

す。また、その有効期間は、平成22年開催

予定の定時株主総会終結時までとされてい

ます。そして、有効期間満了前であって

も、臨時株主総会の決議又は株主総会で選

任された取締役で構成される当社取締役会

の決議によって、廃止又は変更することが

できます。 

 

4. 取締役会の判断の客観性・合理性の確保 

（現行どおり） 

 

5. デットハンド型やスローハンド型の買収防

衛策ではないこと 

上記第2 の4.の「本施策の有効期間並び

に廃止及び変更」に記載したとおり、本施

策は、株主総会で選任された取締役で構成

される取締役会により廃止することができ

ますので、デッドハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の過半数を交替させてもな

お、発動を阻止できない買収防衛策）では

ありません。また、本施策はスローハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を

一度に行うことができないため、その発動

を阻止するのに時間を要する買収防衛策）

でもありません。 

 

 

第4 本施策が株主及び投資者に及ぼす影響につ

いて 

（現行どおり） 

 

以 上 
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